
日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｒ－サービス業（他に分類されないもの））

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

922 建物等維持管理業 922 建物サービス業

9221 ビルメンテナンス業
ビルを対象として維持管理（清掃，保守，機器の運転

等）を一括して請負い，これらのサービスを提供する事
業所をいう。
○ビルメンテナンス業；ビルサービス業
×床磨き業［9229］；ガラスふき業［9229］；煙突掃除業
［9229］；住宅消毒業［9295］；害虫駆除業［9295］；ビル
清掃業［9229］；建築物飲料水管理業［9229］；清掃業
（一般廃棄物収集・処理業）［881］；清掃業（産業廃棄
物収集・処理業）［882］；ビル管理業［6941］

9221 ビルメンテナンス業
ビルを対象として清掃，保守，機器の運転を一括して

請負い，これらのサービスを提供する事業所をいう。
○ビルメンテナンス業；ビルサービス業
×床磨き業［9229］；ガラスふき業［9229］；煙突掃除業
［9229］；住宅消毒業［9229］；害虫駆除業［9229］；ビル
清掃業［9229］；建築物飲料水管理業［9229］；清掃業
（一般廃棄物収集・処理業）［881］；清掃業（産業廃棄
物収集・処理業）［882］；ビル管理業［6941］

9229 その他の建物等維持管理業
主としてビルなどの建物を対象として維持管理（清

掃，保守，機器の運転等）を請負い，これらのサービス
を提供する事業所をいう。

なお，鉄道車両，船舶，航空機等を対象として建物に
対して行われる清掃と類似した業務を請負う事業所も
本分類に含まれる。
○床磨き業；ガラスふき業；煙突掃除業；ビル清掃業；
建築物飲料水管理業；建築物清掃業；建築物排水管
清掃業；船舶清掃業
×ビルメンテナンス業［9221］；ビルサービス業［9221］；
清掃業（一般廃棄物収集・処理業）［881］；清掃業（産
業廃棄物収集・処理業）［882］；住宅消毒業［9295］害
虫駆除業［9295］

9229 その他の建物サービス業
主としてビルなどの建物を対象として清掃，保守，機

器の運転，その他維持管理についてサービスを提供
する事業所をいう。

建物の消毒及び白ありなどの害虫駆除を行う事業所
も本分類に含まれる。

ただし，ビルを対象として清掃，保守，機器の運転を
一括して請負い，これらのサービスを提供する事業所
は細分類9221に分類される。
○床磨き業；ガラスふき業；煙突掃除業；住宅消毒業；
害虫駆除業；ビル清掃業；建築物飲料水管理業；建築
物清掃業；建築物排水管清掃業
×ビルメンテナンス業［9221］；ビルサービス業［9221］；
清掃業（一般廃棄物収集・処理業）［881］；清掃業（産
業廃棄物収集・処理業）［882］

・ 小分類の名称変更に伴い、細分類名称を左記のと
おり修正する。

鉄道車両、船舶、航空機等の清掃は、床磨きやガラ
スふきなど、建物に対して行われる清掃と類似した活
動が行われていることから、同分類に含めるものと考
えられる。このことを明確にするため、説明文及び内
容例示を左記のとおり修正する。

・ 「住宅消毒業」と「害虫駆除業」の例示は、新設を
検討している細分類「9295 ペストコントロール業」に該
当するため、「9229 その他の建物サービス業」から移
動する。

・ サービスの対象に建物以外のものが含まれること
及び「サービス」が何を指すのかを明確にするため、
小分類名称を左記のとおり修正する。

また、維持管理を行うことを目的としたサービスであ
ることから、説明文を一部修正する。

・ 「住宅消毒業」と「害虫駆除業」の例示は、新設を
検討している細分類「9295 ペストコントロール業」に該
当するため、×例示の分類番号を修正する。

この中分類には，企業経営を対象としてサービスを提供する他に分類されな
い事業所が分類される。

この中分類には，企業経営を対象としてサービスを提供する他に分類されな
い事業所が分類される。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類９２－その他の事業サービス業 中分類９２－その他の事業サービス業

総 説 総 説
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